
 墨田区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の

一部を改正する条例を公布する。 

  平成２３年９月３０日 

 

                    墨田区長  山  﨑    昇 

 

墨田区条例第２５号 



   墨田区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関 

   する条例の一部を改正する条例 

 墨田区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

（平成１４年墨田区条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

 第１１条第１項第２号中「第５条第１２項」を「第５条第１３項」に、「同条第６

項」を「同条第７項」に改め、同条第２項第１号中「１０万４，７３０円」を「１０ 

万４，５３０円」に改め、同項第２号中「５万６，７９０円」を「５万６，７２０円」 

に、「である場合」を「であるとき」に改め、同項第３号中「５万２，３７０円」を

「５万２，２７０円」に改め、同項第４号中「２万８，４００円」を「２万８，３６

０円」に改める。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１１条第１項第２号の改正規定

は、墨田区教育委員会規則で定める日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の第１１条第２項の規定は、この条例の施行の日以後に支

給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた

介護補償については、なお従前の例による。 


